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予防接種代が検(健)診ドック補助金の補助対象になりました

令和７年度から予防接種を受けた際の予防接種代が検(健)診ドック補助

金の補助対象になりました。令和７年４月１日以降に受けられたインフル

エンザや新型コロナウイルス、帯状疱疹など全ての予防接種代が対象と

なります。（→P.23 検(健)診ドック補助）

１．事務局からのお知らせ

1

● 住所等が変わったときは手続きが必要です

引っ越しなどで住所や電話番号が変わったら、必ず互助組合に「組合員

台帳記載事項変更届」（→P.49）を提出してください。

互助組合から送付した郵便物が届かない、登録されている電話番号にも

つながらない場合は「所在不明者」として登録され、２年間を経過すると、

諸手続き後に退職組合員の資格を喪失します。

お電話で住所等の変更手続きはできませんのでご注意ください。

Point

● 「ふるさと便り」事業が廃止されました

支部に属さない県外在住者を対象として、長崎の近況をお知らせする

「ふるさと便り」に図書カードを添えて送付していましたが、事業開始

から１０年が経過するなかで、スマートフォンが普及しインターネット

環境がより充実したことで、個人がSNS等でタイムリーに情報を得ること

ができるようになり、紙媒体の「ふるさと便り」で情報を発信する必要性

が薄れてきたことから、令和６年度をもって「ふるさと便り」事業を廃止

することになりました。

● 「退職互助部ハンドブック」を捨てないでください

本書「退職互助部ハンドブック」を廃棄、紛失したので再送してほしい、

といったお電話が年間１３０件程度あります。現時点では無償で再送して

いますが、本書の印刷・製本代や、郵便料金の値上げにより再送にかかる

費用は年々増加しており、このままでは再送にかかる費用を将来的に有償化

することも考えられますので、「退職互助部ハンドブック」は捨てずに大切

に保管してください。



２．こんなときどうする？

２

こんなとき どうする

病気やケガをして病院(薬局)に

医療費を支払った。
医 療 補 助 金

P.6

検(健)診や人間ドックを受診して

病院に医療費を支払った。
検(健)診ドック補助

P.23

予防接種を受けて病院に代金を

支払った。(令和７年度～)
検(健)診ドック補助

P.23

旅行で指定宿泊施設に

宿泊することになった。 指定旅館利用補助

P.27

お金の悩みを専門家に相談

したい。 暮らしとお金の相談窓口

P.32

組合員・加入配偶者が亡くなった。 弔 慰 金

P.31

身体障害者手帳(１級・２級)を

取得することになった。
福 祉 給 付 金

P.30

引っ越しで住所等が変わった。 変更届(様式)を提出

P.49

請求した給付金が

いつ送金されるのか知りたい。
給付金送金スケジュール

P.5



３．退職互助部事業一覧

事 業 名 事 業 内 容 ページ

医 療 補 助 金
健康保険証を使って病院(薬局)で支払った医療費

(保険診療に限る)の一部を助成します。
P.６

検(健)診ドック補助
検(健)診・人間ドックの受診経費や予防接種費用に

ついて年度15,000円を限度に補助します。
P.23

指定旅館利用補助
指定宿泊施設を宿泊利用したとき1泊2,000円を年度

3泊まで補助します。
P.27

福 祉 給 付 金
身体障害者手帳(１級・２級)を所持し、市町の福祉

医療費を受給している方に10,000円を給付します。
P.30

長 寿 祝 金
喜寿・米寿・白寿を迎える組合員にお祝い金

(10,000円)を給付します。
P.31

弔 慰 金
組合員又は加入配偶者が亡くなられた時に在会年数

に応じてご遺族に給付します。
P.31

広 報 誌
「互助だより(退職互助部編)」を年３回(５・９・

３月)発行しています。
P.31

セ カ ン ド ラ イ フ

サ ポ ー ト 事 業

【暮らしとお金の相談窓口】

ファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。
P.32

【ランチセミナー】

ランチセミナーへの参加経費の一部を助成します。
P.33

支 部 事 業
県内各地及び福岡県で組織された各支部で地域の特

色を活かした支部事業を実施しています。
P.33

全 教 互 会 員 証

割 引 事 業

提携施設で会員証を提示することにより割引・特典

を受けることができます。
P.34

チケットサービス

事 業

ローソンチケットが運営する「ローチケbiz＋」で

各種割引・特典を受けることができます。
P.34

自 動 車 保 険

団 体 扱

三井住友海上火災保険の自動車保険料が割引されま

す。詳細は保険会社にお問い合わせください。
P.57

・その他、入会時の事務手数料等が無料になる「スポーツクラブルネサンス法人割引」、
通常のじゃらんよりお得なJCS限定プランが利用できる「じゃらんコーポレートサー
ビス」、福利厚生施設等から特別に提供された割引や特典の情報をお知らせする「期
間限定優待情報」もあります。互助組合HPをご覧ください。

３



４．給付金について

４

送 金 日

給付金は請求書等を互助組合で受付した月の翌々月の

１０日頃に送金します。

各月の送金スケジュール（→P.5）をご参照ください。

金額の確認

過去１年間に送金した給付金を記載した「給付金送金

一覧表」を毎年２月中旬にご自宅へ送付しています。

月ごとに金額を確認する場合は、通帳等を記帳して確認

してください。

請 求 期 限
事由が発生した日（例：医療機関等を受診した日）が

属する月の翌月から３年以内に請求してください。

互助組合に

請求書等を

送付する際

の注意点…

・月末に互助組合で受け付けた請求書等に不備があった

場合、翌月の受付になる場合があります。

・土日祝日は請求書等の受付ができないため、翌営業日

の受付となります。

・医療補助金や指定旅館利用補助のＷＥＢ申請システム

は土日祝日も受付できます。

翌月・翌営業日の受付となることで、請求期限を

超える場合があります。給付金の請求・申請は

お早めに。

重要

● 給付金の送金口座について

給付金の送金口座はご退職時にご提出いただいた退職互助部資格取得届に

記入された口座になります。記入された口座を既に解約しているにも関わ

らず給付金を請求された場合、送金することができません。

口座を解約したとき、口座を変更したいときは互助組合に変更届を必ず

提出してください。（→P.49 組合員台帳記載事項変更届）

送金手数料削減のため「十八親和銀行(FFGグループ)」もしくは

「ゆうちょ銀行」の口座を給付金の送金口座に指定していただくよ

うご協力ください。

Point

● 給付金の送金・請求について



受付日（互助組合到着日） 給付金送金日（予定） 遡って請求できる年月日

令和7年 4月1日 ～ 4月30日 令和7年 6月10日 令和4年 4月1日 ～

〃 5月1日 ～ 5月30日 〃 7月10日 〃 5月1日 ～

〃 6月2日 ～ 6月30日 〃 8月12日 〃 6月1日 ～

〃 7月1日 ～ 7月31日 〃 9月10日 〃 7月1日 ～

〃 8月1日 ～ 8月29日 〃 10月10日 〃 8月1日 ～

〃 9月1日 ～ 9月30日 〃 11月10日 〃 9月1日 ～

〃 10月1日 ～ 10月31日 〃 12月10日 〃 10月1日 ～

〃 11月4日 ～ 11月28日 令和8年 1月13日 〃 11月1日 ～

〃 12月1日 ～ 12月26日 〃 2月10日 〃 12月1日 ～

令和8年 1月5日 ～ 1月30日 〃 3月10日 令和5年 1月1日 ～

〃 2月2日 ～ 2月27日 〃 4月10日 〃 2月1日 ～

〃 3月2日 ～ 3月31日 〃 5月11日 〃 3月1日 ～

〃 4月1日 ～ 4月30日 〃 6月10日 〃 4月1日 ～

〃 5月1日 ～ 5月29日 〃 7月10日 〃 5月1日 ～

〃 6月1日 ～ 6月30日 〃 8月10日 〃 6月1日 ～

〃 7月1日 ～ 7月31日 〃 9月10日 〃 7月1日 ～

〃 8月3日 ～ 8月31日 〃 10月13日 〃 8月1日 ～

〃 9月1日 ～ 9月30日 〃 11月10日 〃 9月1日 ～

〃 10月1日 ～ 10月30日 〃 12月10日 〃 10月1日 ～

〃 11月2日 ～ 11月30日 令和9年 1月12日 〃 11月1日 ～

〃 12月1日 ～ 12月28日 〃 2月10日 〃 12月1日 ～

令和9年 1月4日 ～ 1月29日 〃 3月10日 令和6年 1月1日 ～

〃 2月1日 ～ 2月26日 〃 4月12日 〃 2月1日 ～

〃 3月1日 ～ 3月31日 〃 5月10日 〃 3月1日 ～

５．給付金送金スケジュール

５

互助組合が請求書等を受付してから給付金を送金するまでのスケジュール

です。遡って請求できる年月日も請求前に必ずご確認ください。



（１）制度の概要

請求方法 添付書類 説明ページ

医療補助金
請求書

(様式退第11号)

「医療費のお知らせ」 P.13

「領収証」 P.14

「医療費のお知らせ」＋「領収証」 P.17

インターネット
「医療費のお知らせ」の画像データ

（JPEG・PDFなど）
P.18

簡単です

・給付金を請求するときは組合員・加入配偶者それぞれがご自身で

請求書を準備して、記入し、必要な書類を添付して互助組合に請求

する必要があります。

・組合員、加入配偶者以外の家族の医療費は医療補助金の対象外です。

Point

６．医療補助金

６

● 請求方法

請求方法は２パターン、添付書類は４種類あります。

対 象 者
組合員・加入配偶者

※ただし、福祉給付金（→P.30）の対象者は除く

請求できる

医 療 費

医療機関（調剤薬局）の窓口で支払った額

（保険適用分の医療費のみ対象）

※ 保険適用外（自費診療）や公的機関からの給付、

払戻がある場合は、その金額を控除して医療補助

     金を計算します。（→P.9）

請求・受付

できる期間

事由が発生した日（医療機関等の受診した日）が属する

月の翌月から３年以内であれば請求できます。

重要

【例】
令和４年９月受診分⇒令和７年９月中に請求・受付



６．医療補助金

（２)「医療費のお知らせ」について

● 「医療費のお知らせ」とは？

「医療費のお知らせ」は加入している健康保険の保険証発行元から送付

されます。この「医療費のお知らせ」には被保険者が医療機関等を受診した

年月、医療機関の名称、医療費の総額、窓口での負担額（保険診療分のみ）

が記載されています。

発行回数、発行時期、書式等は保険証発行元によって異なりますので、

詳しくは保険証発行元にお問合せください。

発行：長崎県後期高齢者医療広域連合

医療費通知作成範囲：令和○年○月から令和○年○月までに医療機関等から請求があったもの

被保険者番号 12345789 氏名 ○○　○○　様分

受診年月 診療区分 日数 医療費の総額 自己負担相当額 備考

後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ

令和○年○月○日作成

医療機関等名称

　あなたの医療費は下記のとおりです。医療費の総額のうち、9割（又は7割）に相当する額が後期高齢者医療保険から医療機関等へ支払わ
れ、残りの1割（又は3割、自己負担限度額）に相当する額が窓口で負担された額となります。ただし、実際に窓口で支払われた額と記載してい
る自己負担相当額とは異なることがあります。

令和○年○月○日作成

医療費通知作成範囲：令和○年○月~令和○年○月

保険者証記号・番号 ○○市

年 月
国民健康保険等

から支払った額

窓口での

負担額

国民健康保険医療費のお知らせ

医療費総額の内訳受診

受診者氏名 日数 医療費総額 病院等名称
受診

区分

健康保険証を返却した場合は、「医療費のお知らせ」が発行されな

いので保険証発行元に連絡（依頼）して発行してもらう必要があり

ます。

転職や退職により健康保険証が変わった方や、ご遺族の方が「医療

費のお知らせ」で医療補助金を請求する際はご注意ください。

Point

● マイナポータルでの医療費通知情報について

マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きをされた方は、

医療機関等を受診し、支払った医療費の情報をマイナポータル上で確認でき

ます。マイナポータルで取得した医療費通知情報は医療補助金請求時の添付

資料として利用することができます。

７



６．医療補助金

（３）請求時の注意事項

● 同一受診月の請求は１回限りです。

ひと月分の医療費をまとめて１度で請求する必要があります。

ひと月分の医療費が確定してから請求してください。

上記の例でＣ歯科受診分(令和７年４月～６月)だけで請求すると、

令和７年４月～６月の給付対象が確定し、Ａ内科・Ｂ薬局の受診分を

後から請求しても給付対象外となります。請求する際は、必ずひと月

分の医療費をまとめて請求してください。

また、入院は入院代を支払った月ではなく、入院した月が受診月と

なるので、注意してください。

Point

重要

【例】令和７年４月～６月にＡ内科・Ｂ薬局・Ｃ内科を受診した場合

受診年月 Ａ内科 Ｂ薬局 Ｃ歯科

令和７年４月 通院 調剤 通院

令和７年５月 調剤 通院

令和７年６月 入院 通院

（４）医療補助金の計算

令和４年１０月受診分から、受診した全ての医療機関(病院や薬局など)の

領収金額(保険診療分のみ)を合算し、下記のとおり計算します。

年 齢 計 算 式 給付上限額／月

70歳
未満

受診した全ての医療機関分を受診年月
別、入院・外来別に合算し、3,000円を
控除した額の50％(100円未満切捨)

入院 15,000円
外来 15,000円

70歳
以上

受診した全ての医療機関分を受診年月
別に合算し、6,000円を控除した額の
50％(100円未満切捨)

20,000円

７０歳になった翌月から７０歳以上の計算方法を適用します。

１日生まれの方はその月から適用となります。

Point

８

受診年月ごとに
全ての医療機関
を揃えてから請
求してください。
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（５）医療補助金の計算例

ひと月の領収金額が以下の例の場合、下記のとおり計算します。

年齢 計算方法（100円未満切捨） 給付額

70歳
未満

外来 (11,000円－3,000円)×50％＝4,000円…①
入院 (43,300円－3,000円)×50％＝21,000円(上限)

⇒15,000円…②

①＋②
19,000
円

70歳
以上

月合計（外来11,000円＋入院43,300円）
(54,300円－6,000円)×50％＝24,100円(上限)

⇒20,000円

20,000
円

・入院(領収証に入院の記載あり)以外は全て外来として計算

します。(病院の外来や調剤薬局、整骨院、保険適用の装具など)

・７０歳未満は

７０歳以上は

領収金額(保険適用分のみ)がこの金額を超えたら請求してください。

計 4,000円

入院外来 外来 外来

計 5,000円 計 2,000円 計 43,300円

Point重要

（６）計算時に領収金額から控除するもの

・高額療養費

・共済組合の附加給付

・互助組合（現職）の療養費・家族療養費

・市町から給付される福祉医療費

（７）計算時に領収金額に含めない医療費

・介護保険制度の自己負担分

・インフルエンザや肺炎球菌等の予防接種（→P.23 検(健)診ドック補助の対象）

・健康保険適用外の費用（個室使用料、差額ベッド代、文書料など）

・入院時の食事療養費

・その他健康保険適用と判断できないもの

Ａ病院 Ｂ薬局 Ｃ歯科 Ｄ病院

入院・外来それぞれ月合計３，２００円以上

月合計６，２００円以上

９
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（８）医療補助金請求書で請求する方法

● 医療補助金請求書(様式退第11号)の入手方法

①本書「退職互助部ハンドブック」の様式集から切り取る、もしくは

コピーして使用する。

②互助組合ホームページの様式集からダウンロード、印刷する。

上記の方法で入手できない方は互助組合まで電話、もしくはホー

ムページから問い合わせてください。

Point

● 記入要領

　一般財団法人　長崎県教職員互助組合理事長様

下記のとおり請求します。 提出日　　年　　月　　日

電　話
1 5 13　

身体障害者手帳所持者は級と居住地を記入⇒

「年齢・保険区分」などは、今回請求する診療年月当時のものを記入してください。
なお、途中で年齢・保険区分等が変わった場合は、請求用紙を分けて作成してください。

15に該当する方はこちらも記入
14 15

13　70歳未満・公立学校共済組合（任継・臨任）

15　70歳未満・公立学校共済組合（現職・再任用フルタイム） 1 本人（被保険者）

16　70歳未満・上記以外の医療保険 2 家族（被扶養者）

18　70歳以上

高額療養費自己負担限度額　　※区分詳細は裏面
17

 1　現役並・・・医療費が３割負担

 2　一般・・・57,600円、外来のみ18,000円

 3　非課税Ⅱ・・・24,600円、外来のみ8,000円

 4  非課税Ⅰ・・・15,000円、外来のみ8,000円

【医療費のお知らせ（医療費通知）を添付する場合】

・以下は記入せず、医療費のお知らせをこの様式にクリップやホチキスで固定してください。

・配偶者分を請求する際、医療費のお知らせはコピーしてそれぞれの請求様式に添付してください。

【領収書を添付する場合】

・診療年月別、入院・外来別に合計し、以下の内容を記入してください。
・70歳以上の方も診療年月別、入院・外来別に記入してください。

23 29 23 29

※事務局使用欄

件数

医 療 補 助 金 請 求 書

退職組合員番号 区分 療養者（請求者）氏名 生　年　月　日
6 　7

身体障害者手帳所持者 級 居住地
市・区・町

年齢・保険区分　　　該当に○印

本人・家族の別
16

－
１組合員 1明治

2大正
3昭和

年 　　月　　日
２加入配偶者

18 21 22 18 21 22

診療年月
（数字のみ）

該当に
○印

一部負担金
(保険適用分のみ）

診療年月
（数字のみ）

該当に
○印

一部負担金
（保険適用分のみ）

円 円

年 月分 年 月分

年 月分 年 月分

円 円

年 月分 年 月分円 円

年 月分 年 月分円 円

円 円

年 月分 年 月分円 円

年 月分 年 月分

円 円

　A型請求（医療機関の証明）による請求方法は令和４年１０月受診分から廃止しました

円 円

年 月分 年 月分

年 月分 年 月分

令和４年１０月受診分～

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

1入院

2外来

【記入要領】

領収書を添付する診療年月は、

必ず記入してください。未記入の

場合や記入誤りが多い場合は返

送します。

一部負担金には保険適用の支払

額を記入してください。（保険外

は控除して記入）

保険外の例（控除するもの）

・予防接種代

・薬の容器代

・自費診療代

・差額ベッド代（個室使用料）

・食事療養費

・病衣代、おむつ代 など

【注意事項】

・この様式は「令和４年１０月受診分から」が対象です。

・同一受診月の請求は１回限りです。

・添付書類はコピー可です。

・記入例は「医療補助金請求の手引き」に記載しています。

1入院

2外来

1入院

2外来

70歳以上はこちらも記入

新

１０

「医療費のお知
らせ」を添付す
る場合

「領収証」を
添付する場合

（→P.14）

記入要

記入省略可
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● 組合員情報

下記の記入例をもとにご自身の情報をご記入ください。

・身体障害者手帳を所持している方は「級」と「居住地」を必ずご記

入ください。

・「電話」は日中連絡のつきやすい番号をご記入ください。

Point

99999 30 5 15 090-0000-0000互助太郎

● 年齢・保険区分

該当する数字に〇をつけてください。

「１５」の方は「本人・家族の別」も記入してください。

「１８」の方は「高額療養費自己負担限度額」も記入する必要があります。

早見表(→P.12)も参考にしてください。

１１

● 高額療養費自己負担限度額

互助組合では自己負担限度額を控除して医療補助金を計算するので、７０歳

以上の方は該当する項目に数字に〇をつけてください。区分詳細は請求書裏面

の表で確認してください。

記入がない場合は、領収金額から互助組合で判断し区分を決定します。
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（８）医療補助金請求書で請求する方法（続き）

高額療養費制度（参考）

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う

医療費が１か月で上限額を超えた場合、その超えた額がご自身が加入してい

る公的医療保険から支給される「高額療養費制度」があります。

毎月の上限額は、加入者の年齢や所得水準によって分けられています。

また、７０歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

詳細はお持ちの健康保険証の発行元にご確認いただくか、厚生労働省の

ホームページにてご確認ください。

● ここまで記入したら…

これで請求書上部は全て記入できました。

請求書の下部は、請求書に添付する書類によって記入方法が異なるので、

下表をもとに該当ページを参照してください。

請求書に添付する書類 参照ページ

「医療費のお知らせ」 P.13

「領収証」 P.14

「医療費のお知らせ」＋「領収証」 P.17

簡単です

１２

70歳
未満

公立学校
共済組合
長崎支部の
保険証

上記以外の
保険証
※国保や
協会けんぽ等

・現 職
・再任用フルタイム

・任意継続
・臨時的任用
・会計年度任用

70歳
以上

１３

１５

１６

１８

年齢・保険区分早見表

本人
家族



● 添付方法

請求書下部は記入を省略することができます。

「医療費のお知らせ」は請求書と重ねてホチキスやクリップで留めて互助組合に

郵送してください。

医療費のお知らせ

・「医療費のお知らせ」

はコピーしたもので請

求可能です。

原本で請求された場合、

返却できませんのでご

注意ください。

・「医療費のお知らせ」

に退職組合員と加入配

偶者の分が一緒に記載

されている場合は

コピーしてそれぞれの

請求書に添付してくだ

さい。

Point重要

記
入
省
略
可

● 添付する前に…

医療機関等からレセプトが保険証発行元に届いていない場合や、特定の

診療科を有する医療機関等で受診した場合に「医療費のお知らせ」に記載され

ないことがあります。

医療補助金の請求は「同一受診月の請求は１回限り」（→P.8）なので、

未記載分がある「医療費のお知らせ」で請求してしまうと、その後に

未記載分の追加請求はできないので、自身が受診した全ての明細が「医療費の

お知らせ」に記載されているか必ず確認してください。

未記載分がある場合は「医療費のお知らせ」と「領収書」の両方を添付して

請求してください。（→P.17）

重要

１３

６．医療補助金

（９)「医療費のお知らせ」を添付する場合

必
ず
記
入
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（10)「領収証」を添付する場合

領収証の
要件を確認

する

領収証を
患者別

に仕分ける

仕分けた
領収証を

グループ毎に
合計する

受診年月別
に仕分ける

入院・外来別
に仕分ける

● 領収証の要件を確認する

下記①～⑤の要件を満たしているか確認します。

①療養者氏名

②受診年月

③領収金額（保険適用分の医療費のみ対象）

④医療費総点数（医療費総額）

⑤医療機関名・医療機関印

・医療補助金の対象となる医療費は保険適用分のみです。自費診療な

ど保険が適用されていない医療費などは控除して請求してください。

（→P.9）

・要件の揃っていない領収証は医療補助金の計算の対象外です。

整骨院や、はり灸院が発行する領収証は④の要件が記載されていな

いことがあるので、「保険適用」と「保険適用外（自費診療）」の

内訳がわかる領収証を発行してもらうようにしてください。

Point

● 領収証を患者別、受診年月別、入院・外来別に仕分ける

・医療機関別の仕分けは必要ありません。

・「入院」以外は全て「外来」で仕分けてください。

Point

● 請求書記入までの流れ

請求書に「領収証」を添付する場合、領収証の確認→仕分け→計算→請求書

への記入、といった作業が必要になります。

不備があった場合、請求書を返却することもありますので、必ず下記の内容を

お読みのうえ請求してください。

１４
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● 仕分けた領収証をもとに請求書下部に記入する

患者別、受診年月別、入院・外来別に仕分けた領収証グループごとに

領収金額（保険適用分の医療費のみ）を合計し、請求書に記入します。

入院外来

互助太郎
令和7年10月分
領収金額 合計

18,000 円

入院 外来

互助太郎
令和7年11月分
領収金額 合計

18,000円

互助太郎
令和7年10月分
領収金額 合計

57,600円

仕分けた領収証グループ(例)

請求書への記入(例)

7 10

7 10

7 11

7 12

8 1

8 2

8 2

8 3

8 318,000

57,600

18,000

18,000

57,600

18,000

57,600

18,000

57,600

・年齢（70歳以上・未満）に関わらず、仕分けた領収証グループご

とに合計し、請求書に記入してください。

・「領収証」を添付する場合で、受診年月や金額が記入されていな

い請求書は受付せず返送します。審査に支障をきたしますので

必ず記入して郵送してください。

・請求書の記入ができない方は「医療費のお知らせ」を添付する

方法（→P.13）で請求してください。

Point

重要

１５
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（10)「領収証」を添付する場合（続き）

● 添付方法

「領収証」を記入した順に並べて、左端を揃えて請求書に重ねてホチキスや

クリップで留めて互助組合に郵送してください。

領収証(コピー可)

・「領収証」はコピーし

たもので請求可能です。

「領収証」の原本を提出

された場合、返却できま

せん。

・「領収証」を添付する

場合、枚数が多く、

コピー代や郵送代が高く

なるかもしれません。

「医療費のお知らせ」で

あればコピー代や郵送代

も安く抑えられるので、

オススメです。

Point重要

必
ず
記
入

● 請求書記入欄の不備が特に多い事例

・【一部負担金（保険適用分のみ）】欄にインフルエンザ予防接種代等の

保険適用外（自費診療）を含んだ金額を記入している。

・領収証の一部負担金を月合計せず、領収証１枚につき請求書の【一部負担

金（保険適用分のみ）】欄に１行記入している。

医療補助金は保険適用分の医療費が対象です。領収証に保険適用外

（自費診療）の医療費が含まれている場合は、必ず控除して請求書

に記入してください。（→P.9）

重要

領収証は患者別、受診年月別、入院・外来別に仕分けて、それぞれ

の合計額を請求書に記入してください。（→P.14）

１６

必
ず
記
入
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領収証(コピー可)

（11)「医療費のお知らせ」と「領収証」を添付する場合

● 「医療費のお知らせ」を確認すると…

医療機関を受診したのに「医療費のお知らせ」に記載されていない場合は、

記載されていない分の「領収証」を添付することで請求できます。

医療費のお知らせ(コピー可)

・「医療費のお知らせ」と「領収証」を左端を揃えて請求書に重ねて

ホチキスやクリップで留めて互助組合に郵送してください。

(領収証は記入した順に並べてください)

・「医療費のお知らせ」に掲載されている保険診療分の「領収証」を

同時に添付された場合は「医療費のお知らせ」の内容を優先して

医療補助金を計算します。

領
収
証
分
を
記
入

・添付した「領収証」分

のみ記入が必要です。

記入方法は「領収証」を

添付する場合（→P.13）

を参照してください。

・「医療費のお知らせ」に

記載されている分は記入

不要です。

・「医療費のお知らせ」お

よび「領収証」はコピー

で請求可能です。

原本を提出された場合、

返却できませんので

ご注意ください。

Point重要

Point

１７

必
ず
記
入
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（12）インターネットで請求する方法

● ＷＥＢ申請システムを利用する前にご確認ください

・パソコンの最新版ブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle chromeなど)で利用

してください。スマホ等の利用は動作保障できません。

・「医療費のお知らせ」を添付する場合のみ、WEB申請システムを利用できます。

「領収証」を添付する場合は利用できませんので、医療補助金請求書(様式

退第11号)で請求してください。（→P.10）

・申請システムを利用する際にE-mailアドレスが必要です。

・申請システムを利用できる期間は毎月第2月曜日～月末日(土日祝可)です。

毎月1日～第2月曜日の前日までは利用できませんのでご注意ください。

・申請システムを利用できるのは月１回のみです。利用後に内容を修正したい

場合は互助組合へ電話連絡してください。

● ＷＥＢ申請システムへのアクセス方法

・医療補助金WEB申請システム

https://www.kyogo-nagasaki.or.jp/iryohojo/

・互助組合ホームページからアクセスできます。

①

②
③

長崎県教職員互助組合互助組合ホームページ
https://www.kyogo-nagasaki.or.jp/

● パスワード（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）

＊＊＊＊＊＊＊

・セキュリティの関係上、毎年度パスワードを変更します。

変更後のパスワードは互助だより３月号にてお知らせします

Point

重要

１８



６．医療補助金

①パスワードとメールアドレスを入力し
【メール認証】ボタンを押す。

② 返信メールが届くので、メール本文
に記載の【申請用URL】にアクセス
する。

● ＷＥＢ申請システムへの入力方法

④ 「医療費のお知らせ」に掲載されて
いる受診内容(請求する方の受診分
のみ)を上から順に全て入力する。

メール認証後に返信メール

が届かない場合は、

「@kyogo-nagasaki.or.jp」

「@pref.nagasaki.lg.jp」

のドメイン受信を許可して

ください。

Point

③ 注意事項を確認のうえ、申請画面に
移動する。

・入力された受診内容が対
象外の場合、事務局で削
除します。

・入力の方法がわからない
ときは画面右上にある
【画面の説明】をクリッ
クすると、その画面の
入力方法などの説明が
表示されます。

Point

１９



６．医療補助金

（12）インターネットで請求する方法（続き）

● ＷＥＢ申請システムへの入力方法（続き）

Point

Point

➄ 組合員情報を入力する。

・組合員番号、組合員区

分、生年月日は正確に

入力してください。

入力内容をもとに組合員

の判定をしています。

入力内容に誤りがあると

WEB申請システムで請求で

きませんのでご注意くだ

さい。

年齢・保険区分（→P.11）

Point

自己負担限度額（→P.11）

２０

12345



６．医療補助金

Point

Point

⑥「医療費のお知らせ」の画像データ
を添付する。 画像データは２ファイルま

で添付することができます。

「医療費のお知らせ」が３

枚以上ある場合は、複数枚

をスキャンして１つのデー

タにすると添付することが

できます。

申請完了後、受付メールが

届きます。

⑦ 入力内容を確認し「申請を完了す
る」ボタンを押す。

Point

次に該当する場合は概算の

給付金額が表示されません。

・令和４年９月以前の受診

分を申請された方

・年齢保険区分が１３、

もしくは１５の方(公立

学校共済組合長崎支部の

保険証をお持ちの方)

・高額療養費自己負担限度

額が非課税の方

・障害者手帳を所持してい

る方

２１



６．医療補助金

（13）医療補助金 Ｑ＆Ａ

既に請求した受診月分で別の病院の領収証が
見つかったので請求してもいいですか？

Ｑ

Ａ

３月末に退職しフルタイム再任用で勤務して
い いますが医療補助金は請求できますか？
Ｑ

Ａ

自分で計算した給付金額と実際に入金された
金額が異なるのですが…

Ｑ

Ａ

医療補助金を請求した後に通帳を確認しまし
たが振り込まれていません。

Ｑ

Ａ

確定申告で医療費控除を受ける際に、医療補
助金を差し引く必要がありますか？

Ｑ

Ａ

２２

請求済みの受診月分は請求できません。

同一受診月の請求は一回限りです。（→P.8）

請求できます。共済組合及び互助組合(現職)の

給付金を控除して計算します。（→P.9）

領収金額から控除するもの、領収金額に含めな

い医療費（→P.9）は互助組合で計算時に修正控

除して給付金額を決定しています。詳しく知りたい方は

互助組合へご連絡ください。

まず、給付金送金スケジュール（→P.5）を

確認してください。通帳を記帳して入金が確認

できない場合は互助組合の登録口座と異なる可能性が

あります。また、組合員・加入配偶者それぞれの登録

口座に送金していますので、各々の口座をご確認くだ

さい。確認できない場合は互助組合にご連絡ください。

差し引く必要があります。（医療費を補填する

保険金等に該当します。）互助組合の給付金額

が未確定の場合は、見込額を計算し、差し引いて確定

申告してください。



（1）制度の概要

２３

● 医療機関の紹介について

互助組合では各種検(健)診の対象となる医療機関は定めておりませんので、

ご自身で医療機関を選定して受診してください。

なお、互助組合では医療機関の紹介は行っておりません。

７．検(健)診ドック補助

対 象 者 組合員・加入配偶者

補 助 額
年度１５，０００円を限度に補助

※１００円未満を切捨て

補 助 対 象

経 費

・健康維持を目的とした検(健)診や人間ドック等に

かかる受診経費

・市町が実施する検(健)診にかかる受診経費

・予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌・新型コロナ

など全ての予防接種が対象）

補助対象外

経 費

・就職や生命保険加入など健康維持を目的としない健康

診断にかかる受診経費

・保険診療の検診・検査代

・食事代、文書料、証明手数料など検(健)診に直接関係

しない経費

請求・受付

できる期間

事由が発生した日（医療機関等の受診した日）が属する

月の翌月から３年以内は請求が可能です。

令和７年度から新たに【予防接種】が補助対象に
追加されたのでご活用ください。

・補助対象外の経費で検(健)診ドック補助金の請求をされた場合、

受付できませんので請求書を返却します。

Point

重要

重要

【例】
令和４年９月受診分⇒令和７年９月中に請求・受付



７．検(健)診ドック補助

（2）請求方法

● Ａ型請求

請求書上部の退職組合員番号、区分、請求者氏名、生年月日はご自身で

ご記入ください。請求書下部の医療機関領収欄は医療機関に記入及び証明印の

押印を依頼してください。

・Ａ型請求の場合、医療機

関によって文書料や証明

手数料が発生することが

あります。また、文書料

や証明手数料は検(健)

診・ドック補助金の対象

外ですのでご注意くださ

い。

Point

請求方法は２パターンあります。どちらの請求方法でも、本書「退職互助部

ハンドブック」様式集の「検(健)診・ドック補助金請求書（様式退第１４号）」

を記入し、互助組合へ郵送することで請求できます。

請求方法 添付書類 参照ページ

Ａ型 不要 P.24

Ｂ型 領収証（要件が揃っているもの） P.25

２４

● 検(健)診・ドック補助金請求書(様式退第14号)の入手方法

①本書「退職互助部ハンドブック」の様式集から切り取る、もしくは

コピーして使用する。

②互助組合ホームページの様式集からダウンロード、印刷する。

上記の方法で入手できない方は互助組合まで電話、もしくはホー

ムページから問い合わせてください。

Point

組
合
員
記
入

医
療
機
関
記
入
・
押
印



７．検(健)診ドック補助

領収証（コピー可）

● Ｂ型請求

医療機関から発行された領収証（下記要件を満たしているもの）をもとに

検(健)診・ドック補助金請求書をご自身で記入してください。

領収証はクリップでとめるか請求書裏面に貼り付けてください。

・添付する領収証はコピー

可です。（添付された領

収証は返却できません）

・下記①～⑤の要件を満た

している領収証を添付し

てください。

① 受診者氏名

② 医療機関名・印

③ 領収金額

④ 受診年月日

⑤ 検診内容

・要件を満たさない領収証

は医療機関に付記を依頼

してください。

Point重要

２５

組
合
員
記
入

組
合
員
記
入

● 請求時の不備が多い事項

・特に⑤ 検診内容が確認できない不備が多いのでご注意ください。

・検(健)診ドック補助金の対象は自費診療の検診、検査等です。

保険が適用されている検診、検査等は対象外（→P.23）ですが、

医療補助金の対象となりますので、医療補助金で請求してください。

（→P.6）

・次頁に領収証サンプルがありますので参考にしてください。

・補助対象外の経費で検(健)診ドック補助金の請求をされた場合、

受付できませんので請求書を返却します。

検(健)診ドック補助、医療補助金のどちらで請求するべき領収証な

のかをよく確認してください。

Point重要



７．検(健)診ドック補助

患者No　9999999
保険種　組合本人
外来

初・再診料 入院料等 医学管理等 在宅医療 検査 病理 画像診断 投薬

292点 点 点 点 530点 点 点 点

注射 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 精神科専門療法 処置 手術 麻酔 診断郡分類(DPC) 食事療養費

点 点 点 点 点 点 点 点

診断書料 証明書料 健康診断 人間ドック 病衣代 予防接種 衛生材料費 選定療養費等

円 円 1,300円 円 円 3,000円 円 円

その他

円 円 円 円 円 円 円

保険点数合計 保険分合計金額 負担割合 ①負担金額 ②食事負担 ③保険外金額

822点 8,220円 2割 1,640円 円 4,300円

未収金

円 　互助内科医院
　長崎市江戸町２－１３
　０９５－８２４－４７２１

※領収印なきものは無効となります。

※この領収証は確定申告に使用できますので、大切に保管してください。

5,940円

請求書兼領収証

氏名　互助　太郎　様 発行日　令和7年4月10日

保
険

保
険
外
負
担

合
計

請求金額 領収印

領 収

7.4.10
互助調剤

薬局

● 領収証サンプル ②

保険適用分と保険適用外（自費診療）が混在している領収証は特にご注意
ください。

保険適用分は検(健)診・ドック補助金の
対象外 ※医療補助金で請求が可能

検(健)診ドック補助金で
請求が可能

令和７年度から対象

重要

（3）領収証の確認

● 領収証サンプル ①

要件が揃っているか確認して請求書に添付してください。

互助　太郎 様

税率10％　　　　健診料　8,000円　　　消費税　800円

〇領収印のないものは無効です。 　長崎市尾上町３－1

〇再発行しませんので大切に保管してください。 　０９５－８２４－４７２１

受 診 番 号

2025年5月10日

26

領収証№00000050

領収印

コース名 一般健診

領収証

金額 ￥８，８００ －

受 診 日
互助健診センター

印

①受診者氏名

③領収金額

④受診年月日

➄検診内容

２６

②医療機関名・印



（1）制度の概要

（2）郵送で申請・発行

● 申請書を互助組合に郵送して補助券を発行する

・指定旅館利用補助券発行申請書（→P.53）を受付後に互助組合が補助券を
発行し、ご自宅へ郵送します。

・申請書は宿泊日の１０日前までに互助組合へ郵送してください。

Point重要

２７

８．指定旅館利用補助

対 象 者 組合員・加入配偶者

補 助 内 容
指定宿泊施設を宿泊利用する際に１泊２，０００円を

補助（年度３泊まで補助可）

利用の流れ

① 指定宿泊施設に互助組合の補助券を利用する旨を

   伝えて宿泊予約。

② 事前に郵送もしくはインターネットで「指定旅館利

   用補助券」（以下、補助券）の発行を申請。

③ 宿泊時に指定宿泊施設に補助券を提出し、補助相当

   額２，０００円を差し引いた宿泊代を支払う。

・指定宿泊施設の日帰り利用は補助できません。（宿泊のみ）

・残泊数がわからない方は互助組合にお問合わせください。

・指定宿泊施設は互助だより３月号に掲載しています。

また「指定旅館利用補助券ＷＥＢ発行システム」でも指定宿泊施設

の検索、残泊数の確認ができます。

・宿泊後の補助券発行はできません。必ず事前に申請、発行をして

ください。

Point



８．指定旅館利用補助

（3）インターネットで申請・発行

● ＷＥＢ発行システムの利用方法

● ＷＥＢ発行システムのアクセス方法

・指定旅館利用補助券WEB発行システム

https://www.kyogo-nagasaki.or.jp/triphojo/

・互助組合ホームページからアクセスできます。

トップページ＞退職組合員の方へ＞厚生事業＞指定旅館利用補助

・WEB発行システムでは

３０人まで同時に申請す

ることができます。

・補助券発行後は、同行者

を追加することができま

せん。

Point

① トップページから「メニューへ」を
選択し「指定旅館利用補助券発行手
続き」を押す。

② 必須項目を全て入力し、「入力内容
確認」を押す。

・環境依存の文字（﨑など

の漢字）は日本語判定エ

ラーとなる場合がありま

すので、常用漢字または

ひらがなで入力してくだ

さい。

Point

・WEB発行システムを利用す

る場合でも補助券は必ず

印刷してください。

プリンター等がなく補助

券を印刷できない方は申

請書を互助組合に郵送す

る方法で発行してくださ

い。（→P.27）

Point重要

２８



８．指定旅館利用補助

③ 内容を確認し「メールアドレス確認」
   を押す。

● ＷＥＢ発行システムの利用方法（続き）

④ 入力したメールアドレスにメールが送
   られるので、メール本文の【発行URL】

をクリックする。

➄ 施設を選択し「内容確認」を押す。

⑥ 内容を確認し「発行」を押すと発行
完了メールが届きます。メール内の
【補助券発行URL】をクリックする。

⑦ 補助券メニューが開くので「指定旅館
利用補助券」を押して補助券(PDF)を
保存・印刷してください。

・迷惑メールとして届いた

ときは受信メールフォル

ダに移してから発行URLを

クリックしてください。

Point

・【検索結果】が１施設の

場合でも〇を必ずクリッ

クして選択してください。

・【検索結果】が表示され

ないときは宿泊施設名の

一部だけ入力してみてく

ださい。

例：青雲荘→青

Point

・補助券はスマートフォン

等での画面表示では利用

できません。

必ず印刷してください。

プリンター等がなく印刷

できない方は申請書を互

助組合に郵送する方法で

発行してください。

（→P.27）

Point重要

２９

入力

〇を必ずクリック



（1）制度の概要

福祉医療費（参考）

心身に重度の障害がある方に、障害の等級に応じて市町から医療費の

助成を行う制度です。福祉医療費の助成を受けるには居住市町に申請が

必要です。詳しくは居住市町の役場にお尋ねください。

３０

９．福祉給付金

対 象 者

・身体障害者手帳１級・２級で居住市町の福祉医療費の

対象者

・諫早市在住、７５歳未満、身体障害者手帳３級・４級

で諫早市の福祉医療費の対象者

・大村市在住、７５歳未満、身体障害者手帳３級で

大村市の福祉医療費の対象者

・松浦市、小値賀町、佐々町在住、身体障害者手帳３級

で居住市町の福祉医療費の対象者

給 付 内 容 年度１０，０００円を自動給付

申 請 方 法

福祉給付金の対象となった日が属する年度の１月３１日

までに必要書類を互助組合に提出する必要があります。

※ 申請は初回のみ

必 要 書 類

① 組合員台帳記載事項変更届（→P.49）

② 身体障害者手帳のコピー

③ 市町から発行される福祉医療費受給者証のコピー

重要

・所得制限により市町の福祉医療費の助成対象とならない方は「医療

補助金」を請求することができます。

その場合は必要書類③に代えて、福祉医療費の申請が却下された旨

の通知書のコピーを提出してください。

Point

※市町の福祉医療費制度が変更された場合、
福祉給付金の対象者も変更する可能性があります。

※R7.3時点
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10．長寿祝金

喜寿（７７歳）、米寿（８８歳）、白寿（９９歳）を迎える組合員に

１０，０００円を自動給付します。

・対象者に互助組合からお誕生日月の初旬に「長寿祝金送金のお知ら

せ」を郵送します。送金予定の口座が記載されていますので、希望

する口座と異なる場合は互助組合にご連絡ください。

Point

組合員・加入配偶者が亡くなられた場合、ご遺族に給付しますので、

互助組合にご連絡ください。お手続きをご案内します。

期 間 給 付 額

退職後１年以内に亡くなられたとき １００，０００円

退職後２年以内 〃〃〃〃 ６０，０００円

退職後３年以内 〃〃〃〃 ４０，０００円

退職後４年以内 〃〃〃〃 ２０，０００円

退職後５年以内 〃〃〃〃 １０，０００円

退職後５年超 〃〃〃〃 ５，０００円

● 投稿を募集しています

① 互助だよりの表紙に掲載する写真

② クラブ・サークルだより

③ 支部事業の紹介

④ 短歌・俳句・川柳・詩・エッセーなど

➄ 趣味の投稿（写真・手芸・陶芸など）

⑥ 近況報告・体験談など

11．弔慰金

12．広報誌

① 郵送

（ハガキ・封書）

② 互助組合HPの投稿

   フォーム

応募方法

● 互助だより-退職互助部編-

年３回(５・９・３月)発行しています。各種事業の改正やパスワードの変更

など大切なお知らせを掲載しています。



（1）暮らしとお金の相談窓口

シニア世代のお金にまつわる様々な悩みを、ＣＦＰ®や相続診断士などの資格を

持った専門家相談員に無料で相談できます。

対 象 者 組合員・加入配偶者

相 談 内 容
資産運用、ライフプランの見直し、医療保険等の見直し、

年金相談、相続など

相 談 方 法

① 専門相談員に直接電話する。

⇒ 受付 9:30～18:00 ※日・祝日を除く

② 専門相談員に直接メールする。

⇒ 相談シートを互助組合HPの様式集からダウン

        ロードしてメールに添付してください

③ 専門相談員の事務所等で相談する。

     ⇒ 電話・メール等で事前予約が必要です。

費 用
相談料無料（専門相談員との電話料金、通信料金、事務

所までの交通費は自費負担です）

注 意 事 項

専門相談員に電話やメールする際は、

① 互助組合の相談窓口を利用すること

② 氏名

③ 退職組合員番号を必ず伝えてください。

：095-827-0007

：相談シートに掲載

（いとう かつき）

● 専門相談員（ＣＦＰ®）

㈲アクシス・プラザ

：095-895-8351

：相談シートに掲載

（おおまがり よしのり）

：090-9078-6370

相談シートに掲載

（みね ふみこ）

FPｵﾌｨｽ ﾏｰﾚ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

大曲 義典伊藤 克樹

㈱WiseBrainsConsultant

&ｱｿｼｴｲﾂ

峯 富美子
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13．セカンドライフサポート事業

● 制度の概要



13．セカンドライフサポート事業

（2）ランチセミナー

退職後の生活に役立つ情報や、組合員の交流の場を提供することを目的に

ランチとセミナーをセットにした「ランチセミナー」を毎年実施しています。

● 支部組織

互助組合では地域ごとに「支部」が組織され、支部役員の方々が

ボランティアで地域に応じた様々な事業を企画し、支部を運営しています。

・実施時期、内容、申込方法等は互助だよりの５月号、もしくは９月

号でお知らせします。

Point

支部総会

総会では役員選出・支部事業の年間計画・予算・決算な

どが決議されます。また、組合員相互の交流を目的とし

た懇親会や講演会なども併せて実施されています。

支部事業

研修旅行やグランドゴルフなどの各種サークル活動、

文集作り、支部発行物の手配りなど地域の特色を活かし

た様々な事業が実施されています。

長崎県内
長崎・佐世保・島原・諫早・大村・松浦・西彼・東彼・

南高・下五島・上五島・壱岐・対馬・西海 （14支部）

県外 福岡（１支部）

３３

14．支部事業

● 活動内容

対 象 者 組合員・加入配偶者及びその家族

補 助 内 容
経費の半額程度を補助

※家族は参加できますが補助はありません

● 制度の概要



● 事業概要

全国教職員互助団体協議会（全教互）が提携する施設を利用する際、

互助組合会員証を提示することで割引・特典を受けることができます。

● 互助組合会員証

会員用サイトにサインインすると「モバイル会員証」が画面上に

表示されます。過去に発行された紙の会員証をお持ちの方は引き続き

紙の会員証もご利用いただけます。

● 会員用サイト

https://www.zenkyogo-kaiinsyo-login.com/

・提携施設が検索できます

・ログインID、パスワードは互助だより３月号に掲載しています。

３４

15．全教互会員証割引事業

16．チケットサービス事業（ローチケbiz+）
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